
                          

別記１ 

令和８年度ごみ減量アイデア普及啓発事業委託業務仕様書 

１ 目的 

この仕様書は、福島県（以下「甲」という。）が〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）

に委託する、令和８年度ごみ減量アイデア普及啓発事業業務を円滑かつ効果的に運

営するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 実施期間 

令和８年 月  日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

（１）対面でのごみ減量アイデア等及び福島県環境アプリのＰＲ 

甲が令和４年度に実施した「ごみ減量アイデアコンテスト」において入賞した 

アイデア（以下「入賞アイデア」という。）、令和５年度に実施した「ごみ減量！

アイデア動画コンテスト」において入賞した動画（以下「入賞動画」という。）及

び「プラ３Ｒ実践コンテスト」において入賞した取組（以下「入賞取組」という。）

及び令和６年度に実施した「家庭ごみ排出モニタリングモデル事業」の取組（以

下「モデル事業」という。）並びに福島県環境アプリについてのＰＲを、契約締結

日から令和９年３月までの期間中に、延べ１２回以上実施することとし、実施に

当たっては、効果が見込めるイベントやショッピングセンター等を選定し、ブー

スを出展してＰＲすること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ブースを出展するにあたり、上記【参考】のＰＲが可能なロールスクリーンバナー

（幅１８０ｃｍ×高さ２００ｃｍ）を甲より５本貸与します。 

 

（２）甲が指定する日までにＰＲのためのノベルティグッズを６００個以上調達する

こと。ノベルティグッズは本委託事業の成果品とする。 

（３）次年度以降も使用可能な法被４着及びのぼり４本を甲が指定する日までに作成

し、対面でのＰＲに使用すること。（デザイン等は甲と調整すること。） 

法被及びのぼりは本委託事業の成果品とする。 

（４）メディアの活用 

ア 入賞アイデア、入賞動画、入賞取組、モデル事業、福島県環境アプリについて、

福島民友及び福島民報に広告を６枠（２段１／４モノクロを１枠とする）掲載す

ること。 

イ 福島県のタウン情報誌「ＣＪ Ｍｏｎｍｏ」（株式会社エス・シー・シー発行）

への掲載を１回以上実施すること。 

 

【参考】 

入賞アイデア等及び福島県環境アプリを紹介している甲のホームページのＵＲＬは、以下のとおり。 

 ・入賞アイデア  ： https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/gomigenryou-idea.html 

 ・入 賞 動 画  ： https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/gomigenryou-r5-2.html 

 ・入 賞 取 組  ： https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/datupura-contest-r5.html 

・福島県環境アプリ ： https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/kankyouapuri.html 

・モ デ ル 事 業  ： https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/namagomisakugen.html 



                          

（５）食べ残しゼロ協力店の登録店拡大活動 

福島県環境アプリのダウンロード数向上にもつながる「食べ残しゼロ協力店」 

について、新規登録２５店舗以上を目標に登録店拡大のための活動を実施するこ 

と。 

  

 

 

 

４ 業務実施体制 

（１）本事業の趣旨、内容を十分に理解し、かつ、業務遂行に必要な知識・能力・経

験を有する要員を配置すること。 

（２）本業務の企画運営スケジュールの管理を適切に行うこと。 

（３）甲と随時打合せを重ね、無理のないスケジュールで進めることができるよう努 

めること。 

（４）本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた時は、双方協議の上、決定するもの

とする。ただし、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と考えられる

ものについては、本業務に含まれるものとする。 

 

５ 権利の帰属 

（１）本委託事業の成果品に関する一切の権利は原則、福島県に帰属するものとする。 

（２）ＰＲや広告等に使用される素材等について、他者の著作権その他権利が及ぶもの 

を使用する際は、権利者より事前に二次使用を含めた使用の許諾及び事後において 

権利の主張を行わない旨の許諾を得るものとする。 

（３）乙は、甲及び甲が指定する第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。 

 

６ 提出書類 

（１）着手届（様式第１号） 

   委託業務の着手時に提出すること。 

（２）完了届（様式第２号） 

  委託業務の完了時に提出すること。 

（３）成果品 

ア 実績報告書（任意様式） 

イ その他甲が必要と認める書類等を提出すること。 

 

７ その他 

（１）業務の実施に必要となる経費は契約金額に含まれるものとし、甲は契約金以外 

の費用を負担しない。 

（２）必要な資料及び情報の収集等は業務に含まれる。 

（３）業務に係る記録については、福島県公式ホームページや報告書等で外部公表す 

 る可能性があるため、関係者から事前に了承を得ておくこと。 

（４）業務の実施に当たり、知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。 

（５）仕様内容及び数量等に変更が生じた際は、協議を行うものとする。 

【参考】「食べ残しゼロ協力店」について紹介している甲のホームページのＵＲＬは、以下のとおり。 

・福島県「食べ残しゼロ協力店・事業所」を募集しています！  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/foodloss-nintei.html 

・「食べ残しゼロ協力店・事業所」認定店の取組を紹介します 

 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/foodloss-ninteiten.html 


